
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

条

例

○
福
島
県
原
子
力
防
災
対
策
等
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

一

○
福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

一

○
福
島
県
中
間
貯
蔵
施
設
等
影
響
対
策
及
び
原
子
力
災
害
復
興
基
金
条
例

一

○
福
島
県
難
視
聴
地
域
解
消
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

○
福
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

○
福
島
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

○
福
島
県
森
林
整
備
加
速
化
及
び
林
業
再
生
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

条

例

福
島
県
原
子
力
防
災
対
策
等
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
、
福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興

基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
、
福
島
県
中
間
貯
蔵
施
設
等
影
響
対
策
及
び
原
子
力
災
害
復
興
基
金
条
例
、

福
島
県
難
視
聴
地
域
解
消
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
森
林

整
備
加
速
化
及
び
林
業
再
生
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
条
例
第
一
号

福
島
県
原
子
力
防
災
対
策
等
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

福
島
県
原
子
力
防
災
対
策
等
基
金
条
例
（
平
成
十
四
年
福
島
県
条
例
第
六
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財

政

課
）

福
島
県
条
例
第
二
号

福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興
基
金
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
福
島
県
条
例
第
十
二
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
市
町
村
財
政
課
）

福
島
県
条
例
第
三
号

福
島
県
中
間
貯
蔵
施
設
等
影
響
対
策
及
び
原
子
力
災
害
復
興
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条

中
間
貯
蔵
施
設
（
本
県
の
区
域
内
に
お
い
て
生
じ
た
除
去
土
壌
等
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十

一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放

射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
去
土
壌
等
を
い
う
。
）
及
び
特
定
廃
棄
物
（
同
法
第
二
十
条
に

規
定
す
る
特
定
廃
棄
物
を
い
う
。
）
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
県
内
除
去
土
壌
等
」
と
い
う
。
）
の
処
理

を
行
う
た
め
に
設
置
さ
れ
る
一
群
の
施
設
で
あ
っ
て
、
県
内
除
去
土
壌
等
の
貯
蔵
施
設
及
び
受
入
施

設
、
分
別
施
設
又
は
減
量
施
設
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
（
こ
れ
ら
と
一
体
的
に
設
置
さ
れ
る
常
時
監

視
施
設
、
試
験
研
究
及
び
研
究
開
発
施
設
、
展
示
施
設
、
緑
化
施
設
そ
の
他
の
施
設
を
含
む
。
）
を

い
う
。
）
等
の
建
設
及
び
管
理
運
営
並
び
に
同
施
設
等
へ
の
県
内
除
去
土
壌
等
の
収
集
及
び
運
搬
に

伴
う
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
の
影
響
を
強
く
受
け
た
被
災

地
域
を
は
じ
め
と
す
る
本
県
全
域
の
復
興
等
に
資
す
る
事
業
に
要
す
る
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
、

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

福
島
県
中
間
貯
蔵
施
設
等
影
響
対
策
及
び
原
子
力
災
害
復
興
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を

設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
毎
会
計
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
管
理
）

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
繰
替
運
用
）

第
四
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
入
歳
出
に
属
す
る
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
純
益
金
の
処
理
）

第
五
条

基
金
の
管
理
及
び
運
用
か
ら
生
じ
た
収
益
の
額
が
基
金
の
管
理
及
び
運
用
に
要
し
た
経
費
の
───────────────────────────────────────────────────────────
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額
を
超
過
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
過
す
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
こ
れ
を
基
金
に
編
入
す
る
も

の
と
す
る
。

（
運
用
益
金
等
を
計
上
す
べ
き
予
算
）

第
六
条

基
金
の
管
理
及
び
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
並
び
に
基
金
の
管
理
及
び
運
用
に
要
す
る
経
費
を

計
上
す
べ
き
予
算
は
、
一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
と
す
る
。

（
委
任
）

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
そ
の
他
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
企
画
調
整
課
）

福
島
県
条
例
第
四
号

福
島
県
難
視
聴
地
域
解
消
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
難
視
聴
地
域
解
消
基
金
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
一
億
四
千
百
五
十
八
万
二
千
円
」
を
「
一
億
四
千
四
百
四
十
四
万
三
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
情
報
政
策
課
）

福
島
県
条
例
第
五
号

福
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
子
育
て
支
援
課
）

福
島
県
条
例
第
六
号

福
島
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
緊
急
雇
用
創
出
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
雇
用
労
政
課
）

福
島
県
条
例
第
七
号

福
島
県
森
林
整
備
加
速
化
及
び
林
業
再
生
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
森
林
整
備
加
速
化
及
び
林
業
再
生
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県
条
例
第
七
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
間
伐
等
に
よ
る
森
林
整
備
の
加
速
化
、
」
を
削
り
、
「
に
必
要
な
木
材
の
安
定
供
給
並

び
に
林
業
及
び
木
材
産
業
の
再
生
」
を
「
を
着
実
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
森
林
の
多
面
的
機
能
を
発

揮
し
つ
つ
林
業
の
成
長
産
業
化
の
実
現
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
森
林
計
画
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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